
　　このため、
　　　　　　埼玉県は周辺の県と防災航空業務に関して相互応援協定を
　　　　　　締結しています。

　　　　　また、大規模災害が発生した県を支援するため消防組織法により
　　　　　総務省消防庁長官が他の都道府県に対し出動要請を行います。

防災航空活動の相互応援

埼玉県の防災ヘリは、
他の県でも活動しています

防災ヘリは、検査のため、年間で約２か月は飛行不能です。
 また、大規模災害(特に大規模な林野火災や地震など)の場合

多くの防災ヘリによる活動が必要となります。

【相互応援県】
埼玉県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県


